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成
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十
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年
十
二
月
七
日
提
出

質

問
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一
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号

中
小
企
業
金
融
円
滑
化
法
の
施
行
状
況
及
び
今
後
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

橘

慶

一

郎
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中
小
企
業
金
融
円
滑
化
法
の
施
行
状
況
及
び
今
後
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
質
問
主
意
書

中
小
企
業
者
等
に
対
す
る
金
融
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
の
臨
時
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
九
十
六
号
、

以
下
、
「
中
小
企
業
金
融
円
滑
化
法
」
と
い
う
。
）
は
、
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
以
降
の
中
小
企
業
者
及
び
住
宅
資
金
借
入
者

の
債
務
の
負
担
の
状
況
に
か
ん
が
み
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
す
る
金
融
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
の
臨
時
の
措
置
を
定
め
る
た
め
に

制
定
さ
れ
た
。
中
小
企
業
金
融
円
滑
化
法
は
、
金
融
機
関
に
対
し
て
、
債
務
の
弁
済
に
支
障
を
生
じ
て
い
る
中
小
企
業
や
住
宅

ロ
ー
ン
の
借
り
手
か
ら
申
し
込
み
が
あ
っ
た
場
合
に
で
き
る
限
り
貸
付
条
件
の
変
更
等
の
措
置
を
取
る
よ
う
努
め
る
義
務
を
課

し
、
併
せ
て
、
金
融
機
関
が
と
っ
た
措
置
を
定
期
的
に
行
政
庁
に
報
告
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。
当
初
、
平
成
二
十
三
年
三
月
三

十
一
日
を
も
っ
て
失
効
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
が
、
昨
年
十
二
月
に
、
中
小
企
業
者
等
の
業
況
や
資
金
繰
り
が
改
善
し
つ
つ

あ
る
も
の
の
依
然
と
し
て
厳
し
く
、
貸
付
条
件
の
変
更
等
へ
の
需
要
が
一
定
程
度
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
効
力
が
平

成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
一
年
延
長
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
後
、
東
日
本
大
震
災
の
発
生
や
欧
米
諸
国
の
財
政

不
安
に
端
を
発
す
る
戦
後
最
高
水
準
の
円
高
傾
向
な
ど
、
我
が
国
経
済
及
び
中
小
企
業
は
、
新
た
な
厳
し
い
環
境
下
に
置
か
れ

て
お
り
、
中
小
企
業
金
融
円
滑
化
法
の
今
後
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
激
し
い
変
化
が
生
じ
る
こ
と
を
懸
念
す
る
声
が
寄
せ
ら

れ
て
い
る
。
つ
い
て
は
、
中
小
企
業
金
融
円
滑
化
法
の
施
行
状
況
及
び
今
後
の
取
り
扱
い
に
関
し
、
以
下
四
項
目
に
わ
た
り
質

一



問
す
る
。

一

最
近
の
中
小
企
業
者
の
業
況
や
資
金
繰
り
状
況
に
つ
い
て
、
内
閣
の
見
解
を
伺
う
。

二

中
小
企
業
金
融
円
滑
化
法
に
基
づ
く
金
融
機
関
の
貸
付
条
件
の
変
更
件
数
及
び
こ
れ
に
係
る
融
資
金
額
の
実
績
に
つ
い

て
、
中
小
企
業
者
向
け
と
住
宅
資
金
借
入
者
向
け
に
分
け
て
伺
う
。

三

現
下
の
中
小
企
業
者
の
貸
付
条
件
の
変
更
へ
の
需
要
の
実
情
に
つ
い
て
、
内
閣
の
見
解
を
伺
う
。

四

現
行
の
ま
ま
で
は
、
中
小
企
業
金
融
円
滑
化
法
は
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
失
効
す
る
が
、
そ
の
取
り
扱

い
に
つ
い
て
、
内
閣
の
方
針
を
伺
う
。

右
質
問
す
る
。

二


